
 

報告書の概要 
 
  今回は、平成３年度から３年ごとに実施している「地方公務員の研修実態に関する基本的な調査」

として、都道府県、指定都市、中核市、特例市、(財)東北自治研修所、（財）ふくしま自治研修セ

ンター及び彩の国さいたま人づくり広域連合の１４０団体を対象に、①研修体制及び講師の状況、

②人材育成基本方針の策定状況及び研修ニーズの把握方法等、③研修と任用との関係、④研修事業

に対する評価、⑤市町村職員研修事業の実施状況、⑥階層別研修の実施状況、⑦階層別研修の実施

主体の状況、⑧階層別研修における選択制研修の実施状況、⑨特別研修の実施状況（法務能力向上

研修の実施状況、コンピテンシーに着目した研修の実施状況、ｅ－ラーニングを用いた研修の実施

及び検討状況、その他の特別研修の実施状況、その他の特別研修のうち特色ある研修の実施状況、

特色ある研修の一部の概要及び実施要領等）、⑩研修事業の外部委託の状況、⑪研修事業に係る外

部との連携の状況、⑫教材の作成状況、⑬研修事業の見直し状況について調査を行った。 
 また、「特別研修における特色ある研修」として回答があったものうちの特徴的な１０事例並び

に研修事業の外部委託及び研修事業に係る外部との連携を実施している事例について、関係資料等

により補足調査を行った。 
  さらに、都道府県又は市町村以外の団体においても市町村職員を対象とした研修が広く行われて

いることから、概ね都道府県の単位で研修を開催している５０団体に対し、研修実態の調査を行っ

た。（その概要につき参考資料１参照） 
 
１ アンケート調査結果の概要 
 (1)  研修体制及び講師の状況 
   都道府県及び指定都市の職員研修所は、４府県２市を除く５６団体で設置されている。 

   一方、中核市及び特例市の職員研修所は、７５市中、２４市で設置されている。 

また、研修業務に携わる専任職員数は、都道府県及び指定都市は最多の団体が３３人、最少

の団体が２人、中核市及び特例市は最多の団体が１３人、最少の団体が１人となっている。 

研修所長は、(財)東北自治研修所を含め、本庁部長級とする団体が２５団体と最も多く、次

いで課長級２４団体、部次長級２３団体となっている。専任の庁内講師がいる団体は、１６団

体である。 

さらに研修所に研究機能を持っている団体は、８団体である。 
 
 (2)  人材育成基本方針の策定状況及び研修ニーズの把握方法等 
    平成９年１１月２８日付けで自治省から通知された「地方自治・新時代における人材育成基

本方針策定指針」を契機に基本方針の策定に取り組んだ団体が多く、今回調査時点の平成１８

年４月１日現在において、「人材育成基本方針を策定済みである」と回答したのは１２１団体

であり、「平成１８年度中に策定予定」の９団体を含めると、１３０団体が同方針を策定する

こととなる。人材育成基本方針と地方公務員法第３９条第３項に規定する「研修に関する基本

的な方針」との関係は、８８団体が人材育成基本方針の中に研修に関する基本的な方針を包含

しており（又はその予定）、３９団体がそれぞれ別個に作成している（又はその予定）。 
   研修計画は全ての団体で策定されており、複数年度の研修計画は１７団体、単年度の研修計

画は１３７団体が策定している。 
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   研修ニーズの把握方法については、「受講者の意見・感想」の聴取が１３６団体、次いで「人

事担当課又は人事委員会からの意見要望」や「所属長からの意見要望」の聴取と続いている。 
   研修ニーズの充足状況については、８団体が「十分なもの」、９９団体が「ある程度十分満

たしている」、３１団体が「まだまだ不十分」と判断している。研修ニーズを充足し得ない理

由の第１位には、「人員・予算の不足」を６２団体が、「受講時間確保の困難」を４６団体が

それぞれ挙げている。 
 
 (3)  研修と任用との関係 
   研修と昇任との関係について、「一定の研修の受講を昇任の前提条件としている」のは２１

団体であり、「研修の効果測定結果を昇任に反映させている」のは９団体である。一方、「昇

任後に一定の研修の受講を義務づけている」のは１１８団体で、全体の８割を占めている。 

 

 (4)  研修事業に対する評価 
   「団体全般にわたる事務事業の評価等の一環として研修事業の評価を実施している」のは６

７団体である。また、「研修所として研修事業全体の評価を実施している」のは１４団体、「個

別の研修事業に対する評価を実施している」のは１０３団体である。 
   研修内容についての評価を実施しているのは１３４団体と全体の９割を超え、最も多い評価

方法は「研修終了時に受講者から意見・感想等を聴取している」で１２３団体であった。「一

定期間経過後に受講者から聴取」が５２団体で、特に都道府県及び指定都市は半数の団体が実

施している。 
   研修評価の活用方法については、「研修方法の改善」が１２４団体であることをはじめ「講

師の選定・指導方法の改善」、「研修ニーズの把握」、「研修計画の見直し」の順にいずれも

１００団体を超え、多面的に研修事業評価を活用する姿勢がうかがえる。 
 
 (5)  市町村職員研修の実施状況 
   「市町村職員を対象とする研修を実施している」団体は、都道府県及び東北自治研修所では、

３４団体と６割強の団体が行っている。一方、指定都市、中核市及び特例市が他の市町村職員

を対象とした研修の実施については２２団体と２割強の団体が行っている。 

実施の形態については、「市町村からの委託」が１６団体、「自主事業」が１１団体であり、

その実施の根拠は、「研修規程など」が２３団体、「民法上の委託」が６団体、「自治法252

条の14による事務委託」が５団体となっている。 
   研修の実施に際して、「市町村(市長会、町村会等を含む。）から費用を徴収している」の

は４４団体で、徴収方法については、「受講実績にかかわらず一括徴収」が２３団体、「受講

実績に応じて徴収」が１４団体となっている。 
   今後の市町村職員研修の実施方針については、「従来の実施内容を継続」すると回答した団

体が３７団体、「内容を拡充して実施」と回答した団体が７団体あった。 
 
 (6)  階層別研修の実施状況 
   階層別研修については、「主任等研修」が６１１課程と最も多く、次いで「新規採用職員研

修」が４２０課程、「管理者研修」が２６７課程、「係長研修」が２５４課程、「課長補佐研
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修」が１６８課程、「トップセミナー」が８７課程それぞれ実施されている。 
 

(7)  階層別研修の実施主体の状況 
   階層別研修の実施は、全て当該団体単独で実施しているのは９５団体である。それ以外の実

施形式としては、他の団体の行う研修に派遣して行うものが７２課程、民間企業に委託して実

施するものが６５課程、他の団体（民間企業以外）に委託して実施するものが５６課程となっ

ている。 
 
 (8)  階層別研修における選択制研修の実施状況 
   階層別研修において選択制研修を実施している団体は、６５団体で１７６課程となっている。

階層区分別では、「主任等研修」が９７課程と最も多く、次いで「課長補佐研修」が３４課程、

「係長研修」が３２課程となっており、この３階層で全体の８割余りを占めている。 

   研修の実施形態においては、選択制研修の半分近くが選択制コースのみを設定している研修

となっている。 
 
 (9)  特別研修の実施状況 
  ア 法務能力向上研修の実施状況 

法務能力向上研修を実施しているのは、１１３団体である。課程数は２６７課程で、研修

内容については、政策法務をその内容とし条例立案を行う演習など、実務的・実践的なもの

が多く取り入れられている。 

イ コンピテンシーに着目した研修の実施状況 
  コンピテンシー（仕事に求められる成果をあげるための行動能力、あるいは成果をコンス

タントに生み出す過程で顕在化する能力）に着目した研修を行っていると回答した団体は、

１４団体で、評価スキルを習得させることを目的とした研修がそのうち９団体で行われてい

る。 

ウ ｅ－ラーニングを用いた研修の実施及び検討状況 
  ｅ－ラーニング（インターネットを活用し、主としてＷebページを使用する教育・学習シ

ステム）を用いた研修は３０団体が実施しており、平成１９年度以降にさらに１２団体が実

施予定と回答している。 

エ  その他の特別研修の実施状況 

平成１８年度において、特別研修を実施している団体は１２６団体であり、全体の９割を

占めている。これを実施していない団体においても、階層別研修の中で、専門的な知識や技

術の修得、能力の開発・向上を図るための研修の選択を可能としている団体が多い。 

オ 特色ある研修の実施状況 

その他の特別研修のうち特色ある研修の実施状況について、特色ある目的の研修として、

「職員の能力を向上させる目的の研修」８０課程（４３団体）、「政策課題・地域課題に関

する研修」４１課程（３７団体）、「行政運営プロセス改善手法に関する研修」７課程（７

団体）、「組織管理を目的とする研修」２１課程（１５団体）等が実施されている。 

また、特色ある手法の研修として、「住民・民間企業等との合同・交流型の研修」２６課

程（２５団体）、「ワークショップの手法を用いた研修」４３課程（１７団体）、「インタ
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ビュー、タウンウォッチングなどフィールドワーク型の研修」１２課程（１１団体）、社会

福祉施設での介護補助など現場体験型の研修４課程（４団体）等が実施されている。 

   カ 特色ある研修の一部の概要及び実施要領等 
    地方分権の進展に伴い、地方公共団体の担う役割がより重要かつ多様になることを踏まえ、

その担い手となる職員の資質・能力の向上を図るため、様々な工夫を凝らして特色ある研修

の実施に取り組んでいる団体があり、特に、住民・民間企業等との合同・交流型の研修やワ

ークショップの手法を用いた研修など、従来の講義や演習の形にとらわれない研修が前回調

査と同様引き続き多数見受けられたほか、ファシリテーション技術を学ぶもの、地域の政策

課題に取り組むもの、行政運営プロセスの改善や組織管理に現実の職務に関連させるなどよ

り実践的に取り組む研修が行われている。 

 
(10) 研修事業の外部委託の状況 

研修事業の全部委託を行っているのは１０団体で、すべて都道府県である。また、一部委託

を行っているのは２７団体であった。 

また、「新たに外部委託する予定」と回答した団体が４団体、「成果を見極め検討する」と

回答した団体が４２団体あり、今後、外部委託を行う団体が増加する可能性がある。 
 
 (11) 研修事業に係る外部との連携の状況 
   研修事業において、民間企業や大学など外部との連携を実施している団体は２９団体である。 

また、連携内容については、講師を相互に派遣している事例等が見受けられた。 
 
 (12) 教材の作成状況 
   研修に用いる教材を作成している団体は４３団体で、このうち特に予算を計上したうえで教

材を作成しているのは８団体であり、職員（内部）のみで作成している団体が３５団体であっ

た。 
 
 (13) 研修事業の見直し状況 
   平成１８年度の研修事業の見直しを行った又は行う予定である団体は１０６団体であり、見

直しの内容は、新規研修課程の創設や、研修課程の見直しを挙げた団体が多かった。 
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２ 今後の研修事業の留意事項 
本調査の結果により明らかになった「地方公務員研修の実態」を踏まえながら、今後、職員 

研修をより効果的に実施するうえで、留意すべき点についていくつか述べておく。 
 

(1)  研修事業の適切な評価とその活用 
効果的な研修事業の推進を図るため、職員研修の目標を明確にするとともに、個々の研修

事業についてはもちろん、研修事業全体（研修体系）についても、適正な評価と見直しを行

っていくことが重要である。そのためには、評価手法の開発と評価委員会等の設置など評価

の仕組みづくりを整備することが必要である。 

さらに、評価内容を評価者のみならず研修部局全体、人事部局その他関係部局と連携して

共有し、評価内容を研修事業の見直しに活用し、情勢の変化に応じた研修体系を構築する必

要がある。 
  

(2)  階層別研修の体系等の見直し 
「階層別研修」については、地方公務員としての職務を遂行するうえで必要な知識・技能 

の体系的な修得を図ることことはもちろんのこと、職員自らがキャリアアップのために、特定

の分野や専門的な内容の知識・技能の修得についても、主体的・積極的に取り組むことととも

に個々の職務や職員個々の能力、評価に対応した研修が行われるような工夫が必要である。 

また、選択制研修の実施においてもこのような観点からのコースの設定が必要であり、いわ

ゆるカフェテリア方式を採用する場合にあたっては、各階層及び各個人に応じた必要な知識・

技能を習得させることに十分に配慮することが必要である。 
 
 (3)  特別研修の充実強化 

「特別研修」については、職員の実務能力の向上を目的として実施されるものであり、実践

的で現実の業務にすぐに応用できる技術や手法の習得が可能であることが重要である。 

近年、政策形成能力の向上に関する研修等の充実が図られてきたところであるが、先進的な

研修テーマの設定だけでなく、各団体の現実の地域課題について関する研究の成果を行政施策

への活用できるような特色ある研修、個々の職務や職員個々の能力、評価に対応した研修の実

施が必要である。 

また、効果測定やインターバル研修など、研修の効果を実感できる機会を設けることにより、

受講者が主体的・積極的に取り組むことが可能となるような工夫が必要である。 
 
 (4)  法務能力向上研修の効果的な実施 

「法務能力向上研修」については、実務に直結する具体的な知識・技能の修得や充実強化を

図るため、法令実務や自治立法に関する重要な知識等の修得を目指す「講義」と、実践的な応

用力の修得や向上をねらいとして事例研究や条例立案を行う「演習」を有機的に組み合わせる

ことが重要である。また、受講者の間の法的知識や職務経験の差により、受講者のレベルにあ

わせた研修科目やコースを設定し、研修を効果的に進める工夫も必要である。 
 
 (5)  ｅ－ラーニングを用いた研修の導入 

   受講生の基礎的知識をそろえて共通の研修基盤を構築し、研修所での研修を効果的に行う

ことや、遠隔地からの通所研修における時間的及び経済的負担を軽減するため、ｅ－ラーニ
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ングを用いた研修を導入することが有益である。 

 

(6) 研修事業の外部委託の検討 
「研修事業の外部委託」の検討に当たっては、地方分権の担い手となる人材や当該団体を取

り巻く状況を鑑みて求められる人材、また、社会経済情勢の変化により発生する新しい行政課

題に柔軟かつ弾力的に対応できる人材を育成するために、最も適切な手法や体制について考察

したうえで、導入によるメリット・デメリットを十分に整理、分析し、慎重に検討する必要が

ある。 
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